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研究成果の概要（和文）：新しい保険法において、保険法が施行される以前の判例理論等が、そのまま適用されるのか
否かを検討した。その上で、適用されないとした場合、新たな理論的な問題について、どのように考えるべきであるか
について検討を行った。告知義務違反による契約解除、重大事由解除、傷害保険における偶然性の立証責任に関する問
題等について、論文、判例研究等の研究成果を公にした。

研究成果の概要（英文）：In new Insurance Act, such as previous case law theory that insurance law is 
enforced, it was investigated that the whether is directly applicable. On top of that, if you are not to 
be applied, for the new theoretical problem, we consider about how to in either considered. The contract 
termination by notice obligation violation, serious grounds release, issues concerning the burden of 
proof of chance in injury insurance, were publicly paper, the research results of such precedents 
research.

研究分野： 保険法
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１．研究開始当初の背景 
平成 20 年 6 月 6 日に公布され平成 22 年 4

月 1日より施行された保険法においては、契

約者保護の観点から片面的強行規定の導入、

共済も保険契約の対象として民事基本法と

して、民法の特別法との位置付けとして成立

したものである。 

本研究は、認可された保険法対応約款が、

旧来の保険法での保険法独自の理論や判例

法理との関係で、どのような位置付けを持つ

こととなるか、保険法との関係で、新たな解

釈上の問題や課題を生じているかを検証し、

その上で、理論と実務に与える影響を踏まえ

て、新たな解釈論を展開することを目的とす

るものである。 

 新しい保険法における具体的な問題につ

いては、これから具体的な運用も含めて問題

となることが考えられる。このような問題意

識や背景を前提に研究を行うことを考えた。 
 
２．研究の目的 
総論的な問題としては、例えば、告知義務

に関する告知事項に関して危険に関する重

要事項以外の事項に関して告知すること自

体が片面的強行規定に反し許されないと解

されるか、保険法の片面的強行規定は及ばず

契約自由の原則の問題と解し、その義務違反

に関しては一般法理として処理すればよい

か、告知義務違反と保険事故との間の因果関

係を巡ってのその立証の程度に関して、旧来

の判例法理のままでよいか、告知義務違反解

除はせずに、保険給付のみを免責とすること

は理論的に可能か、等、告知義務を巡る細か

な点が今後検討されなければならいと考え

ている。 

 損害保険契約に関しては、保険法において

は責任保険契約について、被害者の責任保険

契約における保険給付の先取特権が認めら

れているが、この制度の運用によってこれら

生じるであろう。具体的な問題としては、加

害者である被保険者が免責許可決定を受け

た後でも、責任保険契約に基づき保険給付に

ついて被害者は先取特権を行使することが

許されるかという問題がある。 

 さらに、保険法においては、傷害疾病損害

保険契約は、損害保険契約の一種として位置

付けられている。保険法施行後、傷害疾病損

害保険契約として位置付けられる人身傷害

補償保険契約の約款上生じる問題を理論的

にどう捉えるか、すなわち、被保険者が傷害

事故を原因として死亡した場合、被保険者の

法定相続人が自己固有の権利として、人身傷

害補償保険金を取得するのか、相続財産とし

て承継取得するのか、また固有権として取得

できるのは、被保険者自己過失部分に相当す

る保険金に限定されるのか（もっとも訴訟基

準差額説を採る近時の裁判例や学説の趨勢

を考えれば、このような考え方そのものが否

定されることになるかも知れないが）が重要

な問題となる。この問題について、約款上対

応がなされているかも問題となり、また保険

募集においても、加入者に事前に説明を要す

るものと考えられる。無保険車傷害補償条項

に関しても同じ問題が生じることとなる。 

 次に傷害疾病定額保険契約についても、特

に医療保険に特化した保険契約において、保

険法の片面的強行規定と約款条項との関係

が問題となる場合がある。特定疾患のみを担

保する医療保険において、保険法の規定を厳

格に適用した場合には、加入者を制限すると

か、廉価な保険料で広い担保を提供する医療

保険の販売を自粛せざるを得ないような状

況が発生する懸念があるという話を聞いた

ことがある。このような実態が、法理論的に

考えて真実なのか、また真実ならば、法解釈

論として何らかの対応が可能か、あるいは立

法的に何らかの手当を要するのかについて

検証することを考えている。 

 生命保険契約に関しては、保険金受取人変

更に関する新たなルールや介入権の導入等

によって特に従来の判例理論や学説の理論



が保険法下においてどこまで維持されるか、

また新約款における新たな解釈上の問題に

ついて検証することを考えている。 
 
３．研究の方法 
保険契約法は、実務的な学問分野であるこ

とから、実務状況を正確に把握する必要性が

ある。そこで研究者のみならず弁護士、保険

会社の実務家が参加する研究会に参加して

知見を高めることや、具体的に実務で問題と

なっている論点を探るために、保険金支払査

定や、約款作成部門等への訪問調査を実施し

た。 

 立命館大学商法研究会、保険事例研究会、

損害保険判例研究会、生命傷害判例研究会等

において研究報告するだけではなく、研究テ

ーマに関連する報告がある場合には積極的

に研究会に参加することも行った。 

 具体的には、保険法施行後の保険契約上問

題となる点が争点とされた裁判例を手がか

りとして、理論的な問題を抽出し、それに付

いて保険法施行前の理論と、保険法施行後の

議論とを対比する等、理論的な問題を中心に

検討を加える方法を行った。 
 
４．研究成果 

（１）任意自動車保険に適用される約款にお

ける酒気帯免責条項は、そもそも告知事項に

関する事項ではない状態免責条項を定める

条項であることから保険法 29 条の危険増加

の通知義務の適用はない。酒気帯免責条項の

適用に関して刑事罰の対象とならない場合

についてまで当該条項の適用を認めること

について批判的な見解が主張されている。し

かし、現行の酒気帯免責条項の規定が改定さ

れた趣旨や、酒気帯運転に関する社会状況そ

の他の理由等を考慮すれば、このような批判

を肯定することはできないと考える。 

（２）保険法においては告知義務を質問応当

義務として、因果関係不存在特則については

片面的強行規定とされた。無免許者による免

許証の色の告知が告知義務違反にあたり，詐

欺にもあたるとして保険者の免責が認めら

れるとした事案である仙台高判平成 24 年 11

月 22 日における事案において、他社とは異

なる取り扱いをしているのであれば、告知事

項の質問内容については、契約者に理解でき

る工夫が必要であると考えられる。また本件

における交通事故は被保険者の酒気帯運転

が主たる原因である。免許証の有無が告知事

項と仮に考えたとしても、告知義務違反の事

実と本件交通事故との関係においては、素直

に考えれば因果関係は存在しないと考える

べきである。また保険法においても告知義務

と民法の意思表示の瑕疵に関する規定の重

畳適用が認められると解する見解を支持す

る。しかし保険法において告知義務を片面的

強行規定とした趣旨等も踏まえた適用を考

える必要があるものと考えている。このよう

な観点から私見では当該裁判例の結論に反

対する。 

（３）人身傷害補償保険や無保険車傷害保険

は保険法施行後における法的性質に関して

議論がある。私見はこれらの保険契約の法的

性質は傷害疾病損害保険契約（保険法 2 条 7

号）と位置付けている。これらを前提に、前

者では傷害保険金が定額給付されることに

なるが、傷害疾病損害保険契約では傷害保険

金が実損填補されることとなる相違がある

が、傷害保険金の支払要件である偶然性の意

義には相違はない。そのように解しないと、

同じ保険約款中における保険金支払要件を

定める約款条項における文言が異なる内容

となってしまい、特段の理由なしに同一の文

言を用いながら異なった解釈をすることに

合理的な説明がつかなくなってしまう。従っ

て、人身傷害補償保険契約における傷害概念

である「偶然性」については、搭乗者傷害保

険契約、自損事故保険契約と同様に、保険金

請求権者が負うべきことになると考える。 

 人傷保険契約は、絶対説的な取扱で開発か



つ運用がなされてきたものが、訴訟において

訴訟基準差額説を支持する裁判例や学説が

趨勢をなし、2 つの最高裁判決により、この

立場は確定した。訴訟基準差額説にともなう

実務上の問題について整合的な解釈が難し

い場合には、訴訟基準差額説を前提にさらな

る約款改定を行い、不備を改善するか、人傷

保険契約においては代位請求権を行わない

定額給付型の傷害疾病定額保険契約（保険法

2 条 9 号）にその法的性質自体を変更する等

の対応も選択の余地として考える必要が出

てくるのかも知れないと考えている。 

（４）交通事故の被害者が健康保険を利用し

治療を行う場合がある。この場合、治療費等

の支払いに対し保険給付を行った健康保険

の保険者が、加害者及び加害者が加入してい

る自動車保険の保険者に対して求償を行う

ことがある。近時、特に被害者の症状固定後

の治療費等の求償を巡り健康保険の保険者

と加害者が加入している自動車保険の保険

者との間で見解の相違があり、紛争が生じて

いる。症状固定後の治療費と交通事故との因

果関係、対人賠償責任保険会社の賠償金支払

実務との関係、健康保険組合が代位する請求

権の法的性質やその要件を検討した上で、健

康保険組合の症状固定後の治療費における

代位請求に関し否定的な見解が支持される

と考える。 

（５）法 80 条 3 号所定の給付事由を発生さ

せた保険金受取人以外の保険金受取人がい

た場合には、その他の保険金受取人の保険給

付部分は免責の対象外とされている（法 80

条本文ただし書）。しかし、免責の対象とな

る保険金受取人が保険契約者を兼ねていた

場合には、法 80 条 2 号の適用により、他の

保険金受取人の保険給付部分も含めた保険

給付全部について免責の効果が及ぶことに

なる。他の保険金受取人の利益よりも法 80

条 2 号の適用が優先される理由としては、①

保険契約者は契約当事者として保険料支払

義務を負い、生命保険契約の処分権そのもの

を有していること、すなわち、保険契約者は

保険事故発生まではいつでも保険金受取人

の変更を行うことができ、保険金受取人の地

位は保険契約者との関係では劣後する関係

にあること、②保険契約者の意思表示の瑕疵

等により保険契約者の効力が否定される場

合や、告知義務違反その他の保険者免責が認

められる場合があること等の他の制度との

整合性が必要であること、が考えられる。 

（６）保険業界における反社会的勢力排除の

取り組みの一環として、本条 3 号の包括条項

の具体的の条項として、平成 24 年 4 月 1 日、

いわゆる、暴力団排除条項として生命保険約

款において導入された。そのため、本条 3 号

の要件とされる①信頼関係破壊、及び②契約

存続の困難性、という 2 つの要件がそれぞれ

充足れているかが、問題となる。反社会的勢

力に属すること自体で保険金不正請求を招

来する高い蓋然性があることをもって信頼

関係が破壊されたと考えることは、モラルリ

スク排除を念頭に置く重大事由解除の趣旨

に反するものではないと考えられる。反社会

的勢力に属する者は保険金不正請求を招来

する高い蓋然性があることから、そのこと自

体で契約継続が困難といえること、政府方針

や保険会社向けの総合的な監督指針（Ⅱ

-3-10-1）において、保険会社が反社会的勢力

として一切の関係を排除することが求めら

れていること等から、この要件も認められる

とものと解される。モラルリスク事案等の保

険制度の健全性を害する行為の排除を目的

とした重大事由解除の保険法の趣旨は暴力

団排除条項の規定目的と合致すること、暴力

団排除条項がもたらす効果も重大事由解除

の予定する範囲内にあることから、当該条項

が片面的強行規定に実質的には反すること

にはならないと解される。もっとも、このよ

うな重大事由解除の具体的な条項が設けら

れる以前に締結された既契約についても当



然に当該条項を適用し、契約を解除できるか

については、さらに詳細な検討が必要と考え

る。 
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